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1. 事業の概要 

（1） 中央児童会館について 

福岡市立中央児童会館（以下、「児童会館」という。」は、児童に健全な遊びを与

えて、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とした、本市唯一の「児童

福祉法に基づく児童厚生施設」として、昭和４５年に設置されました。以来、子ども

の遊びや活動の場として、広く全市域の乳幼児親子や小学生が利用しています。また、

現児童会館は中央保育園と合築して整備され現在に至っています。 

      

（2） 事業の名称 

「中央児童会館等建替え整備事業」（以下、「本事業」という。） 

 

（3） 事業の背景  

現在、児童会館は築４０年が経過して老朽化が著しく、耐震性に課題があることか

ら、早急な建替えが必要な状況となっています。 

早期に子どもの安全を確保する観点から、中央保育園については、現地近隣に移転

改築を行い、児童会館については、利用対象者を、現在の「概ね小学校終了まで」か

ら「１８歳まで」に広げ、現在の児童会館及び中央区子どもプラザの機能に加え、「異

年齢・異世代の交流」機能及び「一時預かり」など機能を拡充し、現地に建替え整備

します。 

また、福岡市 NPO・ボランティア交流センター「あすみん」を移設し、ＮＰＯやボ

ランティアスタッフによる、児童会館を利用する児童や中高生への公益活動に関する

啓発活動の実施などの相乗効果も期待しています。 

 

（4） 事業の目的 

本事業は、利用者の利便性向上や市費負担の軽減、当該地の立地特性を踏まえた資

産の有効活用の観点などから、民間の活力を活用した官民協働（Public Private 

Partnership (PPP)）手法で整備を行います。 

児童会館、ＮＰＯ・ボランティア交流センター「あすみん」及び民間施設を備えた

複合施設（以下、「本施設」という。）を民間事業者が整備し、民間のノウハウ、技

術力、資金を施設更新に最大限に活用することにより、効率的かつ質の高い施設の建

替えを実現することを目指しています。 

本施設は市内でも商業活動が活発な地域に立地するものであり、民間事業者が公共

施設と合わせて民間施設を企画、誘致することにより、当該地域経済の活性化を図る

ことも目指しています。 

また、本事業は、ＰＰＰ事業として、民間事業者の技術力、提案ノウハウの高度化
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に資するものと考えており、本事業の経験を通じた市内経済の振興・発展も期待して

います。 

 

（5） 本実施方針について 

この実施方針は、本事業を実施する民間事業者（以下、「事業者」という。）を公

募型プロポーザル方式で選定するにあたり、応募者を対象に公表するものです。応募

者は本実施方針の内容を参考とし、１１月に公表予定の募集要項等の内容を踏まえ、

応募に必要な書類を提出することとします。なお、１１月公表予定の資料（以下、「募

集要項等」という。）は、次のとおり予定しています。 

 募集要項 

 業務要求水準書 

 審査基準 

 様式集    等 
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2. 事業の内容 

事業の概要は、以下の「公共施設」、「民間施設」、「その他施設」となります。

また、複合施設の階数等の施設計画は事業者提案を原則としますが、周辺地域の環境

等に配慮した施設を想定しています。詳細については、別途「要求水準書」（今後、

募集要項とともに公表予定）で示します。 

なお、既存公共施設の解体撤去は、市が別途実施し、選定事業者の業務開始前に更

地化します。 

また、公共施設部分の内装設計及び工事は、市が別途実施します。 

 

（1） 公共施設 

① 中央児童会館 

既存の中央児童会館から、対象年齢や機能を拡充した施設の整備を行います。主な

施設構成として、「子どもプラザ」、「一時預かり（乳幼児・ほふく室など）」、「児

童体育室」、「音楽室」、「多目的ルーム」、「セミナールーム」、「屋上多目的コ

ート」などを整備し、子どもの遊び・体験活動・交流の場や機会の充実を図ります。 

 

② NPO・ボランティア交流センター「あすみん」 

NPO やボランティアなどによる市民公益活動に関する情報及び交流の場を提供しま

す。主な施設構成として、「セミナールーム」、「打ち合わせコーナー」、「情報掲

示コーナー」、「パソコンコーナー」などを整備し、市民の自主的かつ自発的な活動

の促進を図ります。 

 

（2） 民間施設 

具体的な用途については事業者提案とします。ただし、住宅や倉庫、公序良俗に反

するテナント、子どもの健全育成上相応しくない興業・物販・サービス（例：風俗、

パチンコ等の遊戯施設）については認めません。 

市としては、子どもの健全育成の視点に立ち、公共施設利用者の便益増進と、まち

の賑わい創出や回遊性の向上に繋がる民間施設の導入を期待します。 

 

（3） その他施設 

① 駐車場・駐輪場 

公共施設及び民間施設利用者のための駐車場及び駐輪場を整備します。 

 

② 外構施設 

本施設利用者の安全を確保し、周辺に配慮した外構施設を整備します。 
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3. 事業の実施方式 

（1） 事業スキーム 

本事業は、図１に示すとおり、市有地に事業用定期借地権を設定し、事業者が複合

施設を設計、建設、維持管理、運営します。建築形態は合築とし、本施設は事業者が

所有します。市は、当該施設のうち公共施設部分を賃借します。 

図１ 基本的な事業スキーム 

市
民間事
業者

(ＳＰＣ)

定期借地権契約(30年)

市税

公共施設床賃料

土地保証金・契約保証金

保証金返還

借地代
設計

建設

維持管理

民間施設賃貸・管理
（リーシング）

 

 

（2） 事業用敷地 

A) 所在･･･福岡市中央区今泉一丁目 139 番地 1, 2 

B) 面積･･･貸付対象となる事業敷地面積は 1,131.85 ㎡です。（なお、南側市道は建

築基準法第 42 条 2 項道路に該当し、セットバック後計画敷地面積は約 1,125 ㎡

となる見込みです。） 

C) 条件･･･事業用定期借地権（借地借家法第 23 条第 1 項）（賃借権） 

D) 所有者･･･福岡市（現時点では、敷地に行政財産が含まれます。ただし、平成 26

年度市が更地化した後に普通財産に転換し、139 番地 1 及び 2 を合筆します。） 

E) 賃貸借期間･･･30 年間 

F) 土地賃借料･･･市が決定する基準（募集要項で提示）以上で事業者の提案としま

す。なお、保証金は土地賃借料 1 年分とします。 

 

（3） 公共施設の借受け 

A) 形態･･･施設完成後、市が事業者から賃借します。 

B) 賃貸借期間･･･賃貸借契約期間は 30 年とします。 

C) 賃料･･･市が決定する基準（30 年間の総額：募集要項で提示）以下で事業者の

提案とします。なお、保証金（敷金）は支払いません。 

D) 造作取扱い･･･市は、借地借家法第 33 条に規定する造作買取請求は行いません。 

 

土地所有者：市

公共施設
（中央児童会館及び
ＮＰＯセンター）

民間施設

共
用
部
（
階
段
等
）

駐
車
場
・
駐
輪
場

定期借地権者：民間事業者

建
物
所
有
者
＝
民
間
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（4） 契約等の流れ 

 事業者の募集は、公募型プロポーザル方式により行い、事業者から事業提案及び価

格提案を求めることとします。公募により応募者の提案書を受け付け、審査を経て、

優先交渉権者を選定します。 

図２ 市と事業者の間で締結する契約等の流れ（予定） 

平成25年
5月

平成25年
6月

平成26年
度末

平成27年
度末

①基本協定締結

②事業契約締結

③土地一時賃貸借
契約締結

④事業用定期借地権
設定契約締結

⑤建物賃貸借契約締
結

平成57年
度末

優
先
交
渉
権
者
の
決
定

（市による既存施設
解体撤去期間）

（設計・建設期間） （運営期間）
※供用開始予定
（平成２８年度当初）

 

※時期に関する記載は現時点予定であり、今後変更の可能性があります。 

 

① 基本協定 

優先交渉権者決定後速やかに、市と優先交渉権者は、事業契約締結、特別目的会社

（以下、「ＳＰＣ」という。）設立に向けた双方の協力義務等を定めた基本協定を締

結します。 

 

② 事業契約 

基本協定の締結後、市と事業者（基本協定締結後設立されたＳＰＣ）は、事業契約

に関する協議を経て、事業契約を締結します。事業契約では、本事業の実施にかかる

市と事業者の業務分担・リスク分担等に関する事項等を規定する予定です。 

 

③ 土地一時賃貸借契約 

事業者が施設の建設等に要する期間は、事業用定期借地権設定契約に定める賃貸借

期間に含まないものとし、施設の建設期間中の土地使用については、別途市と土地の

使用に関する一時賃貸借契約を締結します。 

 

④ 事業用定期借地権設定契約 

後述する事業用定期借地権設定契約の締結予定時期を目処として、事業者は、本施

設の所有及び維持管理を目的とする事業用定期借地権設定契約を市と締結します。 
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⑤ 建物賃貸借契約 

本施設の建設工事が完了した後、後述する建物賃貸借契約の締結予定時期を目処と

して、市は、事業者から本施設のうちの公共施設部分を借り受けることを目的として、

事業者と建物賃貸借契約を締結します。 

 

（5） 募集スケジュール（予定） 

公募、提案審査、契約等のスケジュールは以下の通り想定しています。 

表１ 契約締結までのスケジュール 

年度 月 事項 

平成 24 年度 10 月上旬 ・実施方針の公表 

10 月中旬 ・実施方針への意見受付締切 

11 月中旬 ・募集要項等の公表 

11 月下旬 ・説明会の実施 

・募集要項等への質問締切 

12 月上旬 ・質問への回答公表 

12 月中旬 ・応募予定者との個別対話の実施 

平成 25 年度 4 月 ・提案書締切 

5 月 ・優先交渉権者の決定 

・基本協定の締結 

6 月 ・事業契約の締結 

 

（6） 事業スケジュール（予定） 

契約締結後の本事業のスケジュールは以下の通り想定しています。 

表２ 契約締結後のスケジュール 

年度 時期 事項 

平成 2５年度 後半  ・既存施設の解体設計（市が実施） 

平成 2６年度 前半 （中央保育園移転・供用開始予定） 

・既存施設の解体工事（市が実施） 

後半 ・市と事業者の間で土地一時賃貸借契約締結 

・施設建設着工可能 

平成２７年度 - ・児童会館等の内装設計・工事の実施（市が実施）

・市と事業者の間で定期借地権設定契約、建物賃貸

借契約締結 

平成２８年度 当初 ・児童会館等供用開始予定 

平成５７年度 末 ・契約期間満了 
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4. 市と事業者の業務分担 

想定される市と事業者の業務分担は表３「業務分担表」のとおりとします。なお、

詳細については要求水準書において示します。 

表３ 市と事業者の業務分担 

主要分類 主な業務項項目 
業務 

市 事業者 

施設の設計、建
設業務 

既存公共施設の解体・撤去工事及びその
計画・設計等 

○  

公共施設部分の性能規定 ○  

設計  ○ 

建設  ○ 

工事監理  ○ 

各種申請及び登記  ○ 

公共施設の内装にかかる設計・工事及び
工事監理、什器・備品の調達 

○  

維持管理業務 
（保守、修繕・
更新、清掃、警
備等） 

公共施設の維持管理 表４参照 

民間施設の維持管理  ○ 

共用部分の維持管理  ○ 

駐車場・駐輪場の維持管理  ○ 

外構施設の維持管理  ○ 

運営業務 公共施設（中央児童会館及びＮＰＯセン
ター「あすみん」） 

○  

民間施設  ○ 

駐車場・駐輪場  ○ 

 

表４ 公共施設の維持管理に係る業務分担（詳細） 

業務項目 業務範囲 
業務 

備考 
市 事業者 

公 共 施 設 の
維持管理 

建物（躯体）  ○  

建築設備 
 ○ 

市設置によるもの及び消
耗品を除く 

内装、什器、備品 ○   

清掃、警備  ○  
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5. 市の費用分担 

（1） 公共施設賃料 

① 構成要素 

市は、建設業務終了後、公共施設部分を事業者から賃借し、建物賃貸借期間中にわ

たり賃料を支払います。（公共施設賃料の構成は表５に示すとおりです。） 

なお、公共施設賃料の総額は、市が定める基準額以下であることを条件に、事業者

が提案する額とします。基準額は１１月に公表する募集要項で示します。 

 

表５ 公共施設賃料の構成 

項目 支払いの対象となる費用 

①初期投資相当分 a.公共施設部分の設計費（基本設計及び実施設計） 
b.公共施設部分の建設費 
c.公共施設部分の工事監理費 
d.公共施設部分の建築確認申請等の手続き及び関連費用 

②維持管理相当分 a.公共施設部分の維持管理費（下記業務の公共施設部分が対象） 
1．各業務共通事項 
2．建築物保守管理業務 
3．建築設備保守管理業務 
4．修繕・更新業務 
5．清掃業務 
6．警備業務 

b.共益費 
駐車場・駐輪場以外のその他共用施設（民間施設と公共施設以外で
共用となる施設）の維持管理費のうち、公共施設が負担すべき部分。
その他共用施設の例としては、廊下・階段、機械室、エレベーター、
給湯室等及び外構施設を指す。 

③その他業務費 保険料、公租公課、地代等 

 

② 改定方法 

現時点では、下記に基づく改定を想定しています。詳細は募集要項で示します。 

 物価変動に基づく改定 

 地代増減に基づく改定 

 

（2） その他費用 

① 公共施設部分の電気代、ガス代、水道代、通信費その他これらに準ずる費用 

市が負担します。ただし、建物賃貸借契約前の公共施設部分に係る電気代、ガス代、

水道代、通信費その他これらに準ずる費用は事業者負担とします。 
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6. 土地の貸付条件 

（1） 建設工事期間中の土地一時賃貸借契約 

事業者が本施設建設等に要する期間は、事業用定期借地権設定契約に基づく賃貸借

期間に含まないものとし、当該期間中の土地の使用については、別途市と土地一時賃

貸借契約を締結します。 

 

（2） 土地の貸付方法等  

事業者は、事業敷地について 3（6）に示す借地権設定契約締結予定時期日（詳細は

市及び事業者の協議により定める。）に借地借家法第２３条第１項に定める事業用定

期借地権設定契約を市と締結するものとし、その借地期間は契約締結日から３０年間

とします。公正証書作成に関する費用は、事業者が負担することとします。 

※ 市及び事業者は、自らの責めに帰すべき事由により借地権設定契約の締結が借 

地権設定契約締結予定日を遅延したことに起因して相手方に損害を与えた場合 

は、当該損害を賠償するものとします。 

 

（3） 貸付対象面積 

貸付対象となる事業敷地面積は 1,131.85 ㎡です。（なお、南側市道は建築基準法第

42条 2項道路に該当し、セットバック後計画敷地面積は約 1,125㎡となる見込みです。） 

 

（4） 借地権の譲渡・転貸 

事業者は、原則として借地権の譲渡又は転貸を行うことはできません。ただし、や

むを得ない事情がある場合は、書面による市の事前承諾を要するものとします。 

 

（5） 事業期間中における本施設への制限 

本施設に対して抵当権を設定する場合には書面による市の事前承諾を得ることとし

ます。 

また事業者は、原則として本施設における地位及び権利義務を第三者に対して譲渡

等を行うことはできません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、書面による市

の事前承諾を要するものとします。 

 

（6） 貸付期間終了前協議 

市及び事業者は、事業用定期借地権の期間の延長や終了に際して必要な事項を決定

するために、事業用定期借地権の存続期間満了日の３年前から協議（以下「終了前協

議」という。）を行います。 

この終了前協議において、市と事業者の間で事業用定期借地権の期間の延長が合意

された場合、合意された内容に基づき、事業用定期借地権を再設定することとします。 
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（7） 貸付期間終了時の施設の取扱 

事業者は、事業用定期借地権の期間の延長が合意された場合を除き、借地期間満了

時までに、本施設その他の工作物を自らの費用負担で撤去し、当該敷地を更地にして

市へ返還するものとします。ただし、市が申し出た場合に限り、事業者は無償で本施

設を市に譲渡することができるものとします。 

※ 本施設は、本施設の市への無償譲渡について所有権移転請求権保全の仮登記を、

抵当権又はその他担保権等に関する登記に優先して、本施設の保存登記と同時

に事業者の費用負担で行うものとします。 
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7. 事業者の選定方法 

（1） 募集方式 

事業者の募集は、公募型プロポーザル方式により行い、事業者から事業提案及び価

格提案を求めることとします。 

 

（2） 事業者の選定 

公募により応募者の提案書を受け付け、審査を経て、優先交渉権者を選定します。

市は、優先交渉権者を選定するため、「中央児童会館等建替え整備事業者選定委員会」

（以下「選定委員会」という。）を設置します。選定委員会での選定結果を参考に、

市は優先交渉権者、次順位交渉権者を決定します。 

 

（3） 基礎審査 

提出資料に基づき、応募資格、関係法令及び条例・要項等の遵守、書類の不備等、

本提案競技への参加資格を確認します。 

 

（4） 提案審査 

事業提案に対する評価（施設計画、設計・建築計画、事業計画、資金計画、経営計

画等）と価格評価（地代・公共施設賃料）を総合的に評価します。審査項目や配点等

については、募集要項において公表します。 

 

（5） 審査結果の公表 

審査結果は各応募者へ個別に通知するほか、市ホームページで公表します。 
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8. 応募者の構成及び資格等 

（1） 応募者の構成等 

応募者の構成等は以下の通りとします。 

A) 応募者は、本事業に関する企画力、資本力等経営能力を備えた単独企業（以下

「応募企業」という。）または複数の企業が参加するグループ（以下「応募グ

ループ」という。）とし、グループでの応募の場合、代表企業を定め、代表企

業が応募に係る手続きを行うこと。 

B) 審査の結果、優先交渉権者となった応募者は、本事業を実施する会社法に定め

る株式会社として特別目的会社（以下、「ＳＰＣ」という。）を事業契約締結

までに設立することとし、応募企業又は応募グループを構成する企業のうちＳ

ＰＣへの出資を予定する企業（以下、「構成員」という。）は、事業契約締結

までにＳＰＣに出資を行うこと。 

C) 提案書の提出時には、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社（事業

開始後設計業務、建設業務、維持管理業務、民間施設の賃貸・運営業務のいず

れかの業務についてＳＰＣから直接業務を受託又は請け負うことを予定してい

る応募グループ参加企業のうち、構成員以外の者）の社名等を明らかにするこ

と。詳細は募集要項にて指示する。 

D) 応募企業または応募グループの構成員は、福岡市内に本店を持つ企業（以下、

「地場企業」という。）であること。 

E) 応募企業または応募グループの構成員及び協力会社は、他の提案の応募企業又

は応募グループの構成員及び協力会社となることはできない。 

F) 応募者は、複数の提案をすることはできない。 

G) ＳＰＣは、福岡市内に設立し、事業期間中は市外に移転しないこと。 

H) 応募企業若しくは応募グループの代表企業は、ＳＰＣの株主の中で最も多く保

有する株主でなければならない。また、応募企業若しくは代表企業及び構成員

全体での出資比率は、ＳＰＣの全株式の 50％を超えること。 

I)  ＳＰＣの株式については、市の事前の承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等

の設定その他の処分を行うことはできない。 

J)  提案書提出以降における応募企業又は応募グループの構成員及び協力企業の変

更及び追加は原則として認めない。 

 

（2） 応募者の資格 

応募者の資格は次のとおりとします。 

① 事業敷地を賃借し、提案施設の設計・建設を行い、契約期間中継続して施設を維持

管理、運営できる資力と企画力を有する者であること。 
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② 応募グループによる場合、設計業務、建設業務、維持管理業務、民間施設の賃貸・運

営業務について、各業務とも少なくとも１社は地場企業が構成員若しくは協力会社と

して参加すること。（図３参照） 

 

③ 設計業務を行う企業は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基

づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

 

④ 建設業務を行う企業は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定

により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

 

⑤ 維持管理業務を行う企業は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４

５年法律第２０号）第１２条の２第１項第８号に掲げる事業の登録を受けているこ

と。 

 

⑥ 民間施設の賃貸・運営業務を行う企業は、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７

６号）第３条第１項の規定に基づく宅地建物取引業者の許可を有していること。 
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（3） 応募者の制限 

次のいずれかに該当する者は、応募企業又は応募グループの構成員若しくは協力企

業となることはできません。 

A) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する

者 

B) 市の指名停止措置を受けている者 

C) 破産法（大正１１年法律第７１号）に基づき破産手続き開始の申立がなされて

いる者 

D) 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づき更生手続き開始の申立がな

されている者 

E) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立がな

されている者。 

F) 会社法（平成１８年法律第６６号）に基づき会社の特別清算の申立がなされて

いる者  

G) 最近１年間の法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、福岡市税を滞納し

た者 

H) 本事業に係るアドバイザー業務受託者である、新日本有限責任監査法人、株式

会社久米設計及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所と資本面もしくは人事

面において関連がある者 

I)  選定委員会の委員若しくは委員が属する企業と資本面若しくは人事面において

関連がある者 

J)  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には 

その役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

を代表する者をいう。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する

団体の構成員（暴対法第２条第６号に規定する者（構成員とみなされる場合を

含む。））である者 

 

（4） 資格基準日 

上記（２）及び（３）の参加資格確認基準日は、提案書の提出時から基本協定の締

結時に至るまでの期間とします。 
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9. その他 

（1） リスク分担 

市と民間事業者のリスク分担は、参考１に示す通り想定しています。 

 

（2） 事務局・問い合わせ先 

福岡市こども未来局こども部青少年健全育成課 

担当 米倉、桑野 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目 8 番 1 号 

TEL： ０９２－７１１－４１８８ 

FAX： ０９２－７３３－５５３４ 

E-mail： yonekura.t01＠city.fukuoka.lg.jp 

 

（3） 本実施方針に関する意見の受付 

本「実施方針」について下記のとおり意見を受け付けます。 

 

① 受付期間 

平成２４年１０月２日（火）から１０月１２日（金）まで 

 

② 提出方法 

実施方針に関する意見書（様式１）にまとめ、事務局まで持参、郵送、ＦＡＸ又は

Ｅメールで送信してください。 

 

③ 留意点 

 意見書は１９ページ記載の様式１により作成してください。 

 電話又は口頭による意見は受け付けません。 

 持参の場合の受付時間は、開庁日の午前９時から午後５時までとします。 

 郵送、ＦＡＸ及びＥメールの場合、最終日の午後５時必着とします。 

 提出された意見書について、個別にはお答えしません。 

 提出された意見書について、内容確認のため必要に応じて照会することがありま 

す。 

 

（4） 実施方針の変更 

実施方針公表後における事業者等からの意見を踏まえ、実施方針の内容を見直し、 

実施方針を変更する場合があります。なお、変更を行った場合は、速やかにその内容 

を市ホームページへの掲載やその他の方法により公表します。 
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参考１－民間事業者との責任等の分担について－ 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
リスク分担 

市 事業者
共通 募集資料リスク 事業者募集資料の誤り又は変更によるもの ○  

法令等の変更リ
スク 

公共施設に影響を及ぼす法令（税制含む）
の変更によるもの 

○  

民間施設に影響を及ぼす法令（税制含む）
の変更によるもの 

 ○ 

その他施設に影響を及ぼす法令（税制含む）
の変更によるもの 

 ○ 

許認可等取得リ
スク 

本事業遂行のための許認可の取得に関する
もの 

△ ○ 

金利変動リスク 金利の変動によるもの  ○ 

本事業の中止・延
期に関するリス
ク 

市の責めに帰すべき事由によるもの（市の
債務不履行、その他施設に影響を及ぼす法
令（税制含む）の変更によるもの) 

○  

事業者の責めに帰すべき事由によるもの
（事業者の事業放棄、破綻によるもの等） 

 ○ 

不可抗力リスク 

公共施設における天災・暴動等不可抗力に
よるもの 

○  

民間施設における天災・暴動等不可抗力に
よるもの 

 ○ 

その他施設における天災・暴動等不可抗力
によるもの 

 ○ 

応募リスク 応募費用及び応募図書作成等に関するもの  ○ 

公共施設に関す
るリスク 

公共施設の設計・建設・維持管理に関わる
リスク（市が設置する機器の維持管理除く） 

 ○ 

公共施設の維持管理に関わるリスク（市が
設置する設備、什器、備品、内装） 

○  

公共施設の運営に関わるリスク ○  
民間施設に関す
るリスク 

民間施設の設計・建設・維持管理・運営に
関わるリスク 

 ○ 

資金調達リスク 
事業者が行う必要な資金の確保に関するも
の（出資・借入れ等） 

 ○ 

設計計
画段階 

用地リスク 
事業敷地の確保及び地下埋設物に関するこ
と、土壌汚染の発覚等 

○ △ 

設計変更リスク 
市の条件提示・指示の不備、変更によるも
の 

○  

事業者の判断によるもの  ○ 
建設段
階 用地リスク 

事業敷地の確保及び地下埋設物に関するこ
と、土壌汚染の発覚等 

○ △ 

事業者の判断によるもの  ○ 

設計変更リスク 
市の条件提示・指示の不備、変更によるも
の 

○  

事業者の判断によるもの  ○ 

施工監理リスク 施工監理に関するもの  ○ 

性能リスク 
要求水準不適合（施工不良を含む）による
もの 

 ○ 

工事遅延リスク 
市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

事業者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 
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工事費増大リス
ク 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

事業者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 
施設の損傷リス
ク 

完工前の工事目的物や材料他、関連工事に
関する損害等 

 ○ 

第三者賠償リス
ク 

市の責めに帰すべき事由による第三者への
損害 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による第三者
への損害 

 ○ 

物価変動リスク インフレ・デフレ  ○ 
維持管
理・運
営段階 

性能リスク 要求不適合（施工不良を含む）によるもの  ○ 

瑕疵リスク 

施設の瑕疵によるもの  ○ 
事業者の設置した機器・備品の瑕疵による
もの 

 ○ 

市の設置した機器・備品の瑕疵によるもの ○  

維持管理費上昇
リスク 

市の責めに帰すべき事由による維持管理
費、修繕費の増大 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による維持管
理費、修繕費の増大 

 ○ 

施設の修繕リス
ク 

修繕及び更新にかかる費用の負担  ○ 

大規模修繕リス
ク 

大規模修繕及び更新にかかる費用の負担  ○ 

施設、機器・備品
の損傷リスク 

市の責めに帰すべき事由による施設、機
器・備品の損傷 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による施設、
機器・備品の損傷 

 ○ 

第三者賠償リス
ク 

市の責めに帰すべき事由による第三者への
損害 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による第三者
への損害 

 ○ 

物価変動リスク インフレ・デフレ ○ △ 
事業期
間終了 

契約期間延長リ
スク 

期間延長に伴う大規模修繕及び更新による
費用の負担 

 ○ 

事業継続に伴う民間施設維持管理・運営コ
スト増大 

 ○ 

事業継続に伴う公共施設維持管理・運営コ
スト増大 

○  

契約終
了 建物譲渡リスク 

施設移管手続きに伴う諸経費の負担  ○ 

公共施設床無償譲渡に伴う税負担  ○ 

建物除却リスク 
建物除却に伴う諸費用及び諸手続きの負担  ○ 

用地の原状回復に関するもの  ○ 

表中凡例 ○：リスク負担者又は主たるリスク負担者 △：一部リスク負担者 
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参考２－事業予定地の概要－ 

① 計画地 

福岡市中央区今泉一丁目 139 番地 1, 2 

 

② 敷地面積 

貸付対象となる事業敷地面積は 1,131.85 ㎡です。（なお、南側市道は建築基準法第

42 条 2 項道路に該当し、セットバック後計画敷地面積は約 1,125 ㎡となる見込みで

す。） 

 

③ 地域地区等； 

A) 用途地域：商業地域 

B) 建ぺい率：８０％ 

C) 容積率：５００％（国道から３０ｍまで）、４００％（国道から３０ｍ超） 

D) その他地域地区等；防火地域、準防火地域 

 

④ 周辺状況図 

 

※本図において下方向に延びる点線は都市計画道路を示しています。 
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様式１—実施方針への意見書— 

（締切 10 月 12 日午後 5 時事務局必着） 

中央児童会館等建替え整備事業 

実 施 方 針 に 関 す る 意 見 書 

平成  年  月  日 

福岡市長 髙島 宗一郎 あて 

意見提出者 (法人名) 

担当者連絡先 (所属） 

(氏名) 

(所在地） 

(電話番号) (FAX) 

(E-Mail) 

 

(ページ数・項目名称等記載欄) 

（意見記入欄） 

※ページ数・項目名称等記載欄を必ず記入してください。 
※１様式につき、１意見を作成してください。 
※頂いたご意見には個別に回答しません。 
※内容確認のため必要に応じて照会を行うことがあります。 


